
桑名市告示第120号 

桑名市産後ケア事業実施要綱の一部を改正する告示を次のように定める。 

令和８年４月１日 

桑名市長 伊 藤 徳 宇 

桑名市産後ケア事業実施要綱の一部を改正する告示 

桑名市産後ケア事業実施要綱（令和元年桑名市告示第18号）の一部を次のように改正する。 

別表第２に次のように加える。 

４ きょうだい加算・生後

４か月以後の乳児の受

入加算（１日１世帯の

利用を１回とする。） 

    －        5,800円         5,800円

様式第１号を次のように改める。 

  



  



附 則 

この告示は、公布の日から施行する。 


